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厚生科学審議会感染症分科会 

 

１ 所掌事務 

厚生科学審議会令（平成十二年政令第二百八十三号）により設置され、所掌事務は

以下のとおり。 

一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する重要事項を調査審議   

すること。                                                           

  二 検疫法（昭和二十六年法律第二百一号）及び感染症の予防及び感染症の患   

者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）の規定により審議会の

権限に属させられた事項を処理すること。 

 

２ 主な活動状況 

（１）感染症分科会 

平成１３年５月以降、現在まで計３２回開催され、平成１９～２０年度において

は、感染症分科会長の選出及び感染症部会・結核部会の委員指名、新型インフルエ

ンザ対策の対応状況についての報告、麻しんに関する特定感染症予防指針の策定な

どについての協議を行った。 

 

（２）感染症部会 

平成１３年１０月以降７回開催され、平成１７年度において、「後天性免疫不全症

候群に関する特定感染症予防指針」及び「性感染症に関する特定感染症予防指針」

について、平成１７年３月にエイズ・性感染症ワーキンググループを設置し、改正

の審議を行った。 

 

（３）結核部会 

平成１３年７月以降現在までに１４回開催され、平成２０年度においては、「結核

登録票に係る活動性分類等について」及び「今後の結核医療のあり方について」等

の審議を行った。 
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厚生科学審議会生活衛生適正化分科会 

 

１ 所掌事務  

厚生科学審議会令（平成十二年政令第二百八十三号）により設置され、所掌事務は

以下のとおり。 

一 生活衛生関係営業に関する重要事項を調査審議すること。 

  二 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律（昭和三十二年法律第

百六十四号）の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 

 

２ 主な活動状況 

  平成１４年２月に第１回が開催され、以降現在まで計１３回開催されている。 

  生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の規定により、厚生労働大

臣は、業種を指定して、当該業種に係る営業の振興に必要な事項に関する指針（以下

「振興指針」という。）を定めることができるとされており、毎年度、業種を指定し

振興指針の改正について審議を行っているところである。 

  なお、平成１４年１０月に開催された第２回において、生活衛生関係営業を取り巻

く環境の変化を踏まえ、振興指針の在り方の抜本的見直しについて検討され、「生活

衛生関係営業の振興指針の見直しについての考え方」が取りまとまられた。以後、こ

の考え方により改正が行われており、平成２０年度においては、理容業、美容業、ク

リーニング業、興行場営業及び飲食店営業（すし店）の５つの振興指針の改正につい

て審議が行われた。 

  また、同法の規定により、厚生労働大臣が指定する業種について、利用者又は消費

者の選択の利便を図るため、当該業種に係る営業方法又は取引条件に関する約款（以

下「標準営業約款」という。）を定めることができるとされており、平成１６年に開

催された第７回においては、めん類飲食店営業に関する標準営業約款及び一般飲食店

営業に関する標準営業約款についても審議が行われ、同年１１月３０日に認可された。 

 

 

 （平成１９年度） 

○ 第１１回生活衛生適正化分科会（平成１９年１１月２１日開催） 
   食鳥肉販売業の振興指針の改正について審議 

 （平成２０年度） 
○ 第１２回生活衛生適正化分科会（平成２０年１１月２７日開催） 

理容業、美容業及び興行場営業の振興指針の改正について審議 

○ 第１３回生活衛生適正化分科会（平成２０年１２月１０日開催） 
クリーニング業及び飲食店営業（すし店）の振興指針の改正について審議 
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厚生科学審議会科学技術部会 

 

１ 所掌事務 

疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術に関する重要事

項を調査審議することを所掌事務として、平成１３年１月１９日に設置。 

 

２ 主な活動状況 

（１）科学技術部会 

   平成１３年２月以降４８回開催され、科学技術の進展を踏まえ、厚生労働省の科

学研究開発の総括的事項や各種指針の策定及び評価方法等など、科学技術政策の重

要事項に関する審議を行っている。 

平成２０年３月に「厚生労働科学研究における利益相反（Conflict of Interest : 

COI）の管理に関する指針（平成２０年３月厚生科学課長通知）」等について総括的

な審議を行い、平成２０年７月に「臨床研究に関する倫理指針」の改正等について

総括的な審議を行った。 

また、厚生労働科学研究費補助金の成果や研究事業の評価を実施し、毎年度の同

研究費の概算要求等に反映させている。 

   このほか、「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針（平成１４年８月）」

に基づき、研究開発機関が実施した機関評価及びその対応方針について審議を行っ

ている。 

（２）遺伝子治療臨床研究作業委員会 

   平成１３年３月以降４９回開催し、実施施設から申請のあった遺伝子治療臨床研

究実施計画に関し、主として科学的・倫理的事項について論点整理を行っている。 

   平成２０年度は、東京大学医学部附属病院（進行性膠芽腫）、国立がんセンター

（造血器悪性腫瘍）、三重大学医学部附属病院（食道癌）及び京都府立医科大学病

院（進行期腎細胞癌）からの申請等について審議を行った。 

   また、申請のあった遺伝子治療臨床研究で遺伝子組換えウイルス等のベクターを

使用する場合は、別途、同作業委員会の下に置かれている委員会で、「遺伝子組換

え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成１６年２

月）」に基づき、生物多様性影響の防止の観点から問題が生じないか評価を行って

いる。 

（３）ヒト胚研究に関する専門委員会 

平成１７年９月以降現在まで２５回開催（平成１８年 1 月以降は文部科学省科学

技術・学術審議会生命倫理・安全部会生殖補助医療研究専門委員会と合同開催）し、

ヒト受精胚の生殖補助医療研究目的での作成・利用に関するガイドラインの作成及

び研究審査体制の整備に向けて検討を行っている。 

（４）厚生労働科学研究における利益相反に関する検討委員会 

   平成１９年６月以降６回開催し、厚生労働科学研究における利益相反（Conflict 

of Interest：COI )の管理に関する指針の検討を行った。検討結果を踏まえ、平成

２０年３月に「厚生労働科学研究における利益相反（Conflict of Interest：COI )

の管理に関する指針（平成２０年３月）」が通知された。 
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（５）臨床研究の倫理指針に関する専門委員会 

   平成１９年８月以降９回開催し、「臨床研究に関する倫理指針」（平成１６年厚生

労働省告示第４５９号）の見直しのための検討を行った。検討結果を踏まえ、平成

２０年７月には改正された「臨床研究に関する倫理指針」（平成２０年厚生労働省告

示第４１５号）が告示された。 

（６）ヒト幹細胞臨床研究に関する審査委員会 

   平成１９年７月以降現在まで６回開催し、実施施設から申請のあったヒト幹細胞臨

床研究実施計画に関し、「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」に基づいて審

査を行っている。 

平成１９年１２月から平成２０年１２月までに東海大学医学部（椎間板変性）、信

州大学医学部附属病院（良性骨腫瘍摘出後欠損、軟骨疾患）、慶應義塾大学（角膜疾

患）からの計４件の申請について指針への適合性を確認した。また、東海大学医学部、

国立循環器病センター（心原性脳梗塞）からの実施計画の変更について指針への適合

性を確認した。 
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厚生科学審議会疾病対策部会 

 

１ 所掌事務 

特定の疾患（難病、アレルギー等）の疾病対策及び臓器移植対策に関する重要事項

を調査審議することを所掌事務として、平成１３年１月１９日に設置。 

２ 主な活動状況 

（１）疾病対策部会 

   平成１３年２月２３日の第１回会議において、部会長の選出、委員会の設置、部

会運営細則等について決議。 

（２）臓器移植委員会 

臓器移植に関する専門的事項を調査審議するために設置。 

平成１３年２月から平成１９年４月までに２５回開催され、臓器提供意思表示カ

ードの取扱い等、臓器移植に関する議題について検討した。 

（３）リウマチ・アレルギー対策委員会 

リウマチ・アレルギー疾患対策に関する専門的事項を調査審議するために設置。 

平成１３年４月から平成１７年８月までに３回開催され、リウマチ・アレルギー

疾患に係わる情報の整理や普及について検討し、平成１７年１０月に「リウマチ・

アレルギー対策委員会報告書」を取りまとめた。 

（４）クロイツフェルト・ヤコブ病等委員会 

クロイツフェルト・ヤコブ病等に関する専門的事項を調査審議するために設置。 

平成１３年から昨年７月までに１３回開催され、患者の発生状況の確認と報告等

を行った。 

（５）難病対策委員会 

難病対策に関する専門的事項について調査審議するために設置。 

平成１３年９月から平成１４年７月までに７回開催され、関係団体等からのヒア

リングを含め、今日の医療水準に照らした特定疾患治療研究事業の在り方等につい

て議論を重ね、１４年８月２３日に「今後の難病対策の在り方について（中間報告）」

を取りまとめた。 

（６）造血幹細胞移植委員会 

造血幹細胞移植に関する専門的事項について調査審議するため設置。 

平成１４年３月から昨年６月までに３０回開催され、現在の造血幹細胞移植の状

況の検証及び評価を行うとともに、今後の対策の在り方について検討を行った。 
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厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会 

 

１ 所掌事務  

 地域保健の向上、国民の健康の増進、栄養の改善及び生活習慣病対策に関する重要事

項を調査審議することを所掌事務として、平成１３年１月１９日に設置。 

 

２ 主な活動状況 

 平成１９年４月１０日に第２７回の会議を開催し、生活習慣病対策の推進等について、

①健康増進法に基づく基本方針の改正及び都道府県健康増進計画の改定、②健康日本２

１中間評価、③医療制度改革を踏まえた今後の健診及び保健指導の在り方に関する標準

的な健診・保健指導プログラム（確定版）の策定、④市町村の新たな健康増進事業、⑤

健やか生活習慣国民運動について等を踏まえ、国、都道府県、市町村、医療保険者等の

責務と役割等についてそれぞれ検討を行った。 
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厚生科学審議会生活環境水道部会 

 

１ 所掌事務 

建築物衛生その他生活衛生に係る生活環境に関する重要事項及び水道に関する重要

事項を調査審議することを所掌事務として、平成１３年１月１９日に設置。 

 

２ 主な活動状況 

平成２０年１２月に第７回生活環境水道部会が開催され、「水質基準の見直し等に

ついて」審議が行われるとともに、「水道行政の動向について」等の報告が行われた。 

「水質基準の見直し等について」では、平成１５年の厚生科学審議会答申を踏まえ、 

水質基準は最新の科学的知見に基づき逐次改正を行うこととしており、前回部会で示 

されたＴＯＣの水質基準強化等への対応状況を報告するとともに、新たな見直しの方 

向性として、水道水質基準逐次改正検討会における検討結果を踏まえ、カドミウムに 

関わる水質基準の強化、水質管理目標設定項目の見直し等について審議が行われた。 

また、「水道行政の動向について」は、昨年７月に行った水道ビジョンの改定等の 
最近の施策展開報告を行ったところである。 
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厚生科学審議会健康危機管理部会 

 

１ 所掌事務 

原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の

事態への対処に関すること（但し、他の分科会・部会に所掌に属するものを除く。）

について調査審議することを所掌事務として、平成１７年２月２日に設置。 

 

２ 主な活動状況 

  原因不明な健康危機が発生した場合、専門的な助言を得るための部会であり、具体

的な健康危機の発生が無い場合においても、年に１回程度の開催を行う予定。これま

での開催状況は次のとおり。なお、今年度の開催は平成２１年２月２７日に予定して

いる。 

  

  ○平成１８年１０月３０日 

  （１）健康危機管理部会長の選出について 

  （２）健康危機管理部会運営細則について 

  （３）その他 

 

  ○平成１９年６月５日 

  （１）原因不明な健康危機事例への対応について 

  （２）健康危機管理に関する研究事業について 

  （３）改正国際保健規則について 

  （４）世界健康安全保障イニシアティブについて 

  （５）その他 
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厚生科学審議会化学物質制度改正検討部会 

 

１ 所掌事務 

化学物質管理をとりまく国際的な環境の変化を踏まえ、保健衛生上の観点から、化

学物質の審査及び規制に係る制度改正の必要性等について検討を行うことを目的とし

て、平成１９年１２月２６日に設置。 

 

２ 主な活動状況 

（１）化学物質制度改正検討部会 

平成２０年１月１５日の第１回会議において、部会長の選出、専門委員会及びワ

ーキンググループの設置、部会運営細則等について決議。 

平成２１年１月１３日の第２回会議において、「化審法見直し合同委員会報告書*」
の内容について審議し、本部会の報告書を取りまとめた。 

 

（２）化学物質審査規制制度の見直しに関する専門委員会 

化学物質の審査及び製造等の規制の見直しに係る専門的事項について調査審議を

行うために設置。平成２０年１月から１０月までに計３回開催し**、平成２０年１

２月２２日に「化審法見直し合同委員会報告書」を取りまとめた。 

 

（３）化学物質審査規制制度の見直しに関する専門委員会ワーキンググループ 

   化学物質の審査及び製造等の規制の見直しに係る専門的事項について、より詳細

な検討を効率よく行うために設置。平成２０年２月から８月までに計４回開催した

***。 

 

*：「厚生科学審議会化学物質制度改正検討部会化学物質審査規制制度の見直し

に関する専門委員会、産業構造審議会化学・バイオ部会化学物質管理企画小

委員会、中央環境審議会環境保健部会化学物質環境対策小委員会合同会合

（化審法見直し合同委員会）報告書」の略称  

   **：関係する以下の会議と合同で開催された。 
・産業構造審議会化学・バイオ部会化学物質管理企画小委員会 
・中央環境審議会環境保健部会化学物質環境対策小委員会 

   ***：関係する以下の会議と合同で開催された。 
・産業構造審議会化学・バイオ部会化学物質管理企画小委員会化学物質管理・

審査制度検討ワーキンググループ 
・中央環境審議会環境保健部会化学物質環境対策小委員会化審法見直し分科会 

 


